
 償却資産の申告について
　市内に事業用の償却資産を所有している方は、地方税法第
383条（償却資産の申告）の規定により、毎年１月１日現在に
所有している償却資産について1月31日までに申告していた
だく必要があります。

　毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊
自動車などの所有者に課税されます。

登録・廃車
　原動機付自転車（125cc以下のバイク）、小型特殊自動車（農
業用機械など）、ミニカー（50cc以下）などの登録や廃車は市
役所で受け付けます。車を譲渡する、転出する、廃車をする
場合などは必ず申請してください。
　袖ヶ浦ナンバーの二輪車や軽自動車の登録および廃車は市
役所ではできませんので、下記にお問い合わせください。

 袖ヶ浦ナンバーの二輪車　
　千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
　☎050-5540-2025

 四輪の軽自動車
　軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
　☎050-3816-3116

 納付にはコンビニエンスストアも利用できます
　納付場所は、千葉銀行ほか収納代理金融機関の本・支店、
関東各都県および山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局、市役所
内千葉銀行派出所、市役所本納支所およびコンビニエンスス
トアです。
※下記に該当する場合は、コンビニエンスストアで納付がで

きませんのでご注意ください。
●金額を訂正した場合
●バーコードの印刷がない場合
　（1納付書あたりの納付金額が30万円を超える場合）
●バーコードが読み取れない場合
●コンビニエンスストアでの使用期限を過ぎた場合

 納税は口座振替が便利です
　口座振替をご利用いただくと、納税者が指定した金融機関
の口座から納期限の日に、自動的に市税を納めることができ
ます。一度手続きをされますと、翌年度以降も継続されます
ので、納付のたびに金融機関などへ出かける必要がなく大変
便利です。口座振替を希望される方は、収税課窓口、市内金
融機関窓口にて備え付けの依頼書または申込書で申し込みく
ださい。申し込みには預貯金口座の通帳と届出印が必要にな
ります。
※申し込みの翌々月の月末納期分から振り替えになりますの

でご了承ください。

 延滞金について
　納期限までに税金を完納しないときは、地方税法の定めると
ころにより税額に延滞金を加算して徴収することになります。
ただし税額が2,000円未満であるとき、延滞金額が1,000円
未満であるときを除きます。

 徴収猶予について
　震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被
災した場合、納税者本人や生計を一にする親族が病気になっ
た場合、事業をしていた人がその事業を廃止・休止した場合
など、一時的に市税などを納付することができないと認めら
れるときは、地方税法に基づき原則として1年間を限度に徴
収の猶予を受けることができます。徴収猶予には申請が必要
ですので、納付が困難である理由を証明する書類と印鑑をお
持ちの上、納期限までに収税課までお越しください。

 日曜開庁について
開 庁 日　毎月第4日曜日
※月によって変更になる場合があります。
開設時間　8時30分〜17時15分
※本庁舎の入口は東側（河川側）です。

収税課の取り扱い業務
　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健
康保険税の納付および納税相談
※本納支所では取り扱いません。

軽自動車税について
問  市民税課 ☎20-1577

納税について
問  収税課 ☎20-1578
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　個人住民税は、その年の1月1日現在に住所があり、前年
中に一定以上の所得があった人に課税されます。法人市民税
は、市内に事務所や事業所がある法人に課税されます。

 給与所得者の特別徴収制度
　事業所は、給与所得者の住民税を特別徴収（毎月給与天引
き）することが原則となっています。住民税は6月から翌年5
月まで特別徴収されますので、途中で退職した場合などは残
りが普通徴収（納付書）になります。

 年金の特別徴収制度
　65歳以上の方で、年金所得に住民税がかかる場合は、年金
より特別徴収（天引き）されることになります。

 パートやアルバイトの税金
　扶養になっている主婦や学生がパートやアルバイトで働い
た場合、扶養に入れる年収は所得税と同じ（103万円）ですが、
扶養に入っていても一定の金額（93万円）を超えると住民税の
均等割や所得割がかかってきます。

 住民税の申告
　住民税の申告書は、扶養に入っている場合を除き、収入が
なくても提出しなければなりません。申告がないと証明など
が発行できませんのでご注意ください。

 所得税の申告と還付申告
　事業所得・不動産所得・譲渡所得などで確定申告をしなけ
ればならない人は、毎年2月中旬から3月中旬（※土日を除
く）までが申告期間となっています。
　また、所得税を源泉徴収されている方が医療費控除などで
還付を受ける場合、税務署では1月4日から受付が始まりま
す。
　お問い合わせ　茂原税務署　☎22-2166　

　毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産（事業用資
産に対し固定資産税のみ課税）を所有している個人や法人に課
税されます。税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を
もとに算定された課税標準額に固定資産税は1.4％、都市計
画税は0.2％の税率を乗じて算出します。

 固定資産の縦覧
　固定資産税の納税者（納税管理人・委任を受けた代理人）は、
土地価格および家屋価格等縦覧帳簿を4月1日から第1期の
納期限まで縦覧することができます。

 所有者の変更
　所有者が変更（売買・相続など）になった場合は、速やかに
法務局で登記手続きを行ってください。売買されていても登
記されていない場合は、登記されている方に課税されます。
相続されていない場合は、相続登記がされるまでの間、故人
に代わり納税される方の届出書を提出してください（通常は死
亡届を出した方宛てに届出書を送付しています）。

 土地の現況調査について
　土地については、総務省が定める固定資産評価基準および
茂原市固定資産（土地）評価事務取扱要領に基づき、その年の
１月１日の現況により地目を認定し評価します。登記の地目
と現況の地目が一致していない場合には、現況の地目によっ
て認定します。

 家屋を新築したとき
　固定資産税評価額を算定するために、職員が調査に伺いま
す。ご協力をお願いします。

 家屋の取り壊し
　家屋を取り壊した場合は、速やかに法務局で登記手続きを
行ってください。未登記家屋などは資産税課への届け出がな
いと引き続き課税されることがあります。

 登記していない家屋について
　登記していない家屋について、所有者変更、取り壊しなど
の異動があったときは、資産税課へ届け出てください。
※登記物件は、法務局へ届け出をお願いします。

住民税（市民税）について
問  市民税課 ☎20-1577

固定資産税・都市計画税について
問  資産税課 ☎20-1579
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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古山茂久税理士事務所 御中

税理士事務所 エリアマップ6図 C‐5
電子申告お任せください！

古山茂久税理士事務所
●記帳代行 ●税務相談・申告 ●給与・年調・社保 ●電子申告 ●会社設立
■茂原市西野289-3
■TEL:0475-30-4610 ■FAX:0475-30-4630
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日

あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月11日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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千代延惠夫税理士事務所 御中

税理士 エリアマップ11図 C‐4

千代延惠夫税理士事務所
税務相談 法人税・所得税・相続税
その他、税に関することはお気軽にお問い合わせください。
■茂原市東部台１-8-12
■TEL:0475-23-3081 ■FAX:0475-23-5470
■定休日／土曜・日曜・祝日
税理士 千葉県税理士会茂原支部 あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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MCM茂原店 御中

オートバイ買取、販売、修理 エリアマップ9図 E‐1

MCM 茂原店
オートバイの事ならなんでもご相談ください。
オートバイ回収、買い取りいたします。
■茂原市南吉田2840-1
■TEL:0475-30-9575 ■FAX:0475-30-9576
■営業時間／10:00～19:00（13時～14時は休み）
■定休日／月曜（臨時休業あり） あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B

064
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髙瀬義治税理士事務所 御中

税理士 エリアマップ4図 A‐1

髙瀬義治税理士事務所
税務会計業務・相談・記帳 等
■茂原市高師814-3
■TEL:0475-22-3521
■FAX:0475-24-9775

あり（事務所前）

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■画像著作権：確認済


